
 

 

居宅介護支援 

ケアプランひだまり

ひだまり  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JR 外房線  新茂原から車で約３分・徒歩で約１０分  

ピンクのアパートの隣りの平屋が「ケアプランひだまり」です  

 

〒297‐0017 

千葉県茂原市東郷 1048-5  

TEL 0475-36-7622 

 

 ホームページにてご利用の流れなど詳細をご案内しております 

 

 

ひだまり HP 

https://hidamari-mobara.net/ 

ひだまり 茂原 

ケアプランひだまりの方針 

気持ちに寄り添った 

ケアプランの作成を目指して 

ご利用者様ひとりひとりのニーズを捉え 

介護保険の基本理念を実現いたします 

 

 

 

 ケアマネージャーとは 

介護サービスのご利用にあたり 

次のような役割を担います 

・ご利用者様やご家族の相談に応じ 

介護に関するアドバイスをいたします 

・ご利用者様のご希望に沿った 

ケアプランを作成します 

・サービス事業所との連絡や調整をします 

・施設入所をご希望する方には適切な施設 

ご紹介します 

・介護保険の申請／更新等の代行をいたします 



 

 

こんなお悩みはありませんか？ 

 

ご利用の流れ 

 

営業時間 

 

水～日曜日：午前９時～午後５時 

 

＊ 休日：月火・年末年始 

＊ 上記以外でも対応いたします 

＊ 時間外でも電話対応などで対応いたします 

 ご利用料金 

基本的に個人負担はございません 

要介護・要支援認定を受けられている方は 

介護保険制度より給付されます 

 

サービス提供地域 

茂原市・長生郡 

（一宮町・睦沢町・長生村・白子町・長柄町・長南町） 

＊ 上記以外の地域の方も対応いたします 

 

 

 

ご自宅訪問

•日程調整の上、ご自宅を

訪問いたします

•ご本人様とご家族のお話

を伺います

相談・契約

•居宅介護支援契約後、要介護

認定の申請に進みます

•要介護認定の申請は代行もい

たします

•要介護認定を受けている方、

申請中の方は、現在の状況や

お困りの点・ご希望等を確認

させていただきます

ケアプラン作成

•居宅サービス計画（ケアプラ

ン）の作成

•各サービス事業所との契約

•サービスの利用がスムースに

進むように連絡・調整を行な

います

サービス担当者会議

の実施

•ご利用者様、ご家族、介

護職員などと定期的な会

議を行ないます

居宅サービス利用開始

•ケアプランに基づいてサー

ビス利用開始となります

状況確認

•月に１度以上、ご自宅を訪問

し、状況やご希望の確認をい

たします

•必要に応じ、ケアプランの見

直しなどの検討、連絡・調整

をいたします

・最近物忘れが増えたなぁ 

・一人暮らしの母が心配 

・最近体力に自信がなくなってきたなぁ 

・買い物やお風呂が大変になってきた 

・一人暮らしなのでさびしいわ 

・退院後のくらしについて心配 etc... 

そんなときは 

ケアプランひだまり 

お気軽に 

ご相談ください 

 


